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村上地域老人クラブ連合会 
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常務理事 
 

（順不同・敬称略）  

村上市国民健康保険運営協議会事務局名簿 
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1 保健医療課 課長 信田 和子  

2 税務課 課長 大滝 慈光  

3 保健医療課 国保室 課長補佐 林  洋一 国保室長 

4 保健医療課 健康支援室 主幹   押切 和美  
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令和３年度 第２回村上市国民健康保険運営協議会 

会  議  次  第 

 

日 時  令和３年１１月１８日（木） 

午前１０時 

会 場  村上市役所 ５階 第４会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 出席委員数の報告 

 

４ 会議録署名委員の指名 

 

５ 報 告 

 (1) 特定健診未受診者への受診勧奨対策について        …… 資料１ 

(2) 令和２年度村上市国民健康保険特別会計決算状況について  …… 資料２ 

 (3) 令和４年度国民健康保険事業費納付金の仮算定結果について …… 資料３ 

 

６ 議 事 

 (1) 令和４年度村上市国民健康保険事業計画（案）について   …… 資料４ 

  

７ その他 

  

 

次回協議会の開催は、令和４年１月１３日（木）を予定しておりますが、諸事情によ

り変更となる場合がございます。予めご了承くださるようお願いいたします。 

後日あらためて開催案内を送付いたします。 

また、変更となった場合は早めにご連絡をいたします。 

 



特定健康診査未受診者への受診勧奨対策について 

 

 自身の健康状態を知り、生活習慣病の発生・重症化予防、早期発見には特定健診を受診することが重

要であり、「村上市第２期国民健康保険データヘルス計画、村上市第３期特定健康診査・特定指導実施計

画」において、特定健康診査受診率の目標値を設定して対策を講じているところです。 

しかし、本市の特定健診受診率は微増傾向にありますが、依然として県平均を下回っており、より一

層の取り組み強化が必要となっています。計画最終年度の目標値６０％に向け、今年度は受診率向上を

目的として、新たに２つの事業を実施しています。 

 

特定健康診査の実施率の推移 

 H28 H29 H30 R1 R2 R5（最終年） 

目標値 － － 44％ 47% 51% 60% 

市実施率 41.6% 41.4% 42.9% 43.6% 25.1% － 

県平均 42.8% 43.2% 44.2% 45.0% 37.1% － 

※目標値は、「第３期特定健康診査・特定指導実施計画」において H30～R5で設定。 

※R2はコロナ禍により、集団健診を中止したことにより大幅に減少している。 

 

１ 温泉活用事業での取り組み 

    温泉活用事業は、40 歳以上 75 歳未満で村上市国民健康保険加入者及び村上市に住所を有する

75 歳以上または 65 歳以上で後期高齢者医療制度加入者が、特定健康診査及び健康診査等を受診

したことで指定する温泉施設を割引料金で利用できる助成券 3 回分を交付することにより、被保

険者の生活習慣病等の疾病・重症化予防を進めていくために重要となる健診の受診率の向上を目

的として実施しています。 

     

   【予算】  

令和３年度当初予算額  国保 3,225千円  後期 1,788千円 

                  

   【入浴助成券配布件数（11月 1日現在）】 

    国保 後期 合計 

集団健診受診者 2,893 2,016 4,909 

個別健診等受診者 

（人間ドック含む） 
790 191 981 

 3,683 2,207 5,890 

 

   【受診率向上への効果と期待】 

     ・市で実施する健診以外の受診者（企業内健診、人間ドック）からの健診データ提供を 

      受けられた。 

     ・特定健診受診勧奨への指導及び助言の機会が得られた。 

     ・個別健診の申込みにつながった。 

資料 １



 

２ 未受診者へ受診勧奨通知送付の取り組み 

    新たな特定健診未受診者への受診勧奨対策として、人間が理屈よりも直観的に物事を判断する

という行動経済学である「ナッジ理論」をベースに、人工知能技術（ＡＩ）によって膨大な健診

データ等を高精度に分析し、個人の特性ごとに行動変容につながるよう分類したメッセージが入

った受診勧奨通知（ハガキ）を対象者に送付し、効率的に受診率の向上につなげる取り組みを始

めました。 

   

   【個人特性等に基づくグループ分け】  ※別添参照 

    

   【年 2回、受診勧奨通知を予定。】 

   

●勧奨通知送付（１回目）  令和３年 10月 28日  対象者   5,518人／10,781人  

 

●勧奨通知送付（２回目）  令和４年１月６日予定  対象者 調整中 

 

 

   【予算】 

令和３年度当初予算額  4,285千円 

令和３年１２月定例会補正予算にて対応予定 

     補正予算額（予定） △4,285千円 

 

    ※当初、健診未受診者対策事業として市独自で業者委託により実施予定だったが、県のヘルス

アップ事業のモデル市町村に指定されたことにより不要となり減額するものです。 

 

   【受診率向上への効果と期待】 

     ・特定健診受診勧奨への指導及び助言の機会が得られた。 

     ・個別健診の申込みにつながった。 

     ・2回目の勧奨通知は、次年度申込み増加にも期待できる。 



　　歳　　　入 （単位：円）

当初予算額

Ａ

現計予算額

Ｂ

決算額

Ｃ

比較増減

（Ｃ－Ｂ）

説　　　　　　　明

1 国民健康保険税 1,076,324,000 1,076,324,000 1,132,815,540 56,491,540 徴収率（一般医療現年分96.94％（対前年度比+0.24％））

2 分担金及び負担金 3,427,000 0 0 0 特定健診一部負担金

3 使用料及び手数料 500,000 500,000 397,349 △ 102,651 国保税督促手数料　　3,974件

4 国庫支出金 1,370,000 1,370,000 7,421,000 6,051,000
災害臨時特例補助金　6,101,000円

社会保障税番号制度システム整備補助金　1,320,000円

5 県支出金 4,619,064,000 4,425,373,000 4,423,052,617 △ 2,320,383 普通交付金　4,301,128,266円、特別交付金　121,924,351円

6 財産収入 10,000 10,000 64,240 54,240 基金預金利子

7 繰入金 489,947,000 451,726,000 451,504,201 △ 221,799 一般会計からの繰入金（基金繰入金実績なし）

8 繰越金 2,000 179,453,000 179,451,867 △ 1,133 前年度決算剰余金

9 諸収入 16,356,000 16,144,000 19,620,200 3,476,200 延滞金及び過料、第三者納付金等 (新潟県国民健康保団体連合会補助金 785,218円)

6,207,000,000 6,150,900,000 6,214,327,014 63,427,014

　　歳　　　出 （単位：円）

当初予算額

Ａ

現計予算額

Ｂ

決算額

Ｃ

比較増減

（Ｃ－Ｂ）

説　　　　　　　明

1 総務費 98,044,000 100,827,000 97,623,701 3,203,299 人件費、徴税費等

2 保険給付費 4,522,348,000 4,456,996,000 4,310,703,131 146,292,869 前年度より0.3％減

3 国民健康保険事業費納付金 1,515,042,000 1,515,984,000 1,515,982,606 1,394 主に保険税を原資に市町村が県に納付

4 保健事業費 53,714,000 41,679,000 35,962,039 5,716,961 特定健診受診率25.1％（前年度比△18.5％増） ※速報値

5 基金積立金 11,000 65,240 64,240 1,000 預金利子64,240円

6 公債費 1,000 1,000 613 387 利息

7 諸支出金 7,840,000 25,458,000 23,099,507 2,358,493 前年度保険給付費等交付金精算額（返還額）　17,613,857円

8 予備費 10,000,000 9,889,760 0 9,889,760

6,207,000,000 6,150,900,000 5,983,435,837 167,464,163

歳入合計　6,214,327,014円　　－　　歳出合計　5,983,435,837円　　＝　　歳入歳出差引残高　230,891,177円

令和２年度　国民健康保険特別会計決算の概要

款

　歳　入　合　計

款

　歳　出　合　計

資料 ２



グ　ラ　フ

５県支出金
4,423,053

（71.2%）

１国民健康保険税
1,132,816

（18.2%）

７繰入金
451,504
(7.3%)

８繰越金
179,452
(2.9%)

その他
27,502
(0.4%)

歳入総額 ６，２１４，３２７千円

２ 保険給付費
4,310,703
(72.0%)

３ 事業費納付金
1,515,983
(25.3%)

１ 総務費
97,624
(1.6%)

４ 保健事業費
35,962
(0.6%)

その他
23,164
(0.4%)

歳出総額 ５，９８３，４３６千円



　　歳　　　入 単位：円/％

令和２年度

決算額

令和元年度

決算額
対前年度比 説明

1 国民健康保険税 1,132,815,540 1,036,460,771 96,354,769 9.3 ％ 税率改定

2 分担金及び負担金 0 3,307,500 △ 3,307,500 △ 100.0 ％ 特定健診一部負担金

3 使用料及び手数料 397,349 508,387 △ 111,038 △ 21.8 ％ 国保税督促手数料　　3,974件

4 国庫支出金 7,421,000 921,000 6,500,000 705.8 ％

災害臨時特例補助金(東日本大震災関連分・新型コ

ロナウイルス感染症対応分）、社会保障税番号制度シ

ステム整備補助金

5 県支出金 4,423,052,617 4,457,362,538 △ 34,309,921 △ 0.8 ％ 普通交付金、特別交付金

6 財産収入 64,240 93,837 △ 29,597 △ 31.5 ％ 基金預金利子

7 繰入金 451,504,201 412,223,455 39,280,746 9.5 ％
一般会計繰入金

基金繰入金－実績なし

8 繰越金 179,451,867 253,255,007 △ 73,803,140 △ 29.1 ％ 前年度決算剰余金

9 諸収入 19,620,200 22,569,164 △ 2,948,964 △ 13.1 ％ 延滞金及び過料、第三者納付金ほか

6,214,327,014 6,186,701,659 27,625,355 0.4 ％

　　歳　　　出 単位：円/％

令和２年度

決算額

令和元年度

決算額
対前年度比 説明

1 総務費 97,623,701 94,131,898 3,491,803 3.7 ％ 人件費、徴税費等

2 保険給付費 4,310,703,131 4,324,643,715 △ 13,940,584 △ 0.3 ％
被保険者の減少や新型コロナウイルス感染症による受

診控え等の影響により減

3 国民健康保険事業費納付金 1,515,982,606 1,526,750,098 △ 10,767,492 △ 0.7 ％ 市町村が県に納付するもの。納付金額は県が算定

4 保健事業費 35,962,039 49,191,175 △ 13,229,136 △ 26.9 ％

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応のため

特定健診を集団健診から個別健診に切り換えたことによ

る減

5 基金積立金 64,240 93,837 △ 29,597 △ 31.5 ％ 預金利子（64,240）

6 公債費 613 519 94 18.1 ％ 利息

7 諸支出金 23,099,507 12,438,550 10,660,957 85.7 ％ 前年度分精算による返還金など

8 予備費 0 0 0 － ％

5,983,435,837 6,007,249,792 △ 23,813,955 △ 0.4 ％

歳入歳出差引残高 230,891,177 179,451,867 51,439,310

令和２年度　国民健康保険特別会計決算の概要（前年度決算額との比較）

歳　入　合　計

歳　出　合　計

款

款 増減率

増減率

資料 ２-１



単位：円/%

単位：円/%

３　本算定について

１　納付金の額

・本算定は、１２月末に国から示される予定の確定係数を用いて行う。
・保険給付費の推計に最新のデータを用いること等から、仮算定結果から変動する可能性が
ある。

令和４年度　国民健康保険事業費納付金の仮算定結果について

2021/11/18　国保運営協議会

　国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第75条の7第1項の規定により、新潟県が県内の各
市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額について、国から示された仮係数を用い
て令和４年度分の仮算定を行った。

・上記１・２ともに一般被保険者分のみの年額。退職分はこれから算定。
・納付金は、被保険者の実際の保険料を示すものではない。

伸び率

△ 0.547

△ 5.768

伸び率

△ 626

２　１人あたり納付金額

令和４年度 令和３年度 対前年度比

仮算定 本算定

1人あたり
納付金額

113,881 114,507

納付金額 △ 81,775,368

令和３年度

本算定

令和４年度

仮算定

対前年度比

1,336,053,935 1,417,829,303

資料 ３



国民甑保険事類納付金等の算定について（参考）［遮］

国保制度改革後の財政運営の仕組み

①納付金の決定

②標準保険料率の提示

：
㌔

鴨
騰

④納付金の支払い

一

標準保険料率を参
考に、各市町村が、

保険料率を決定

③保険料の

賦課・徴収

ぶ簿
縛
驚
欝

①納付全の算定
※医療分の例。後期高齢者支援金分、介護納付金分につ
　いてもそれぞれ同様の流れで算定する。

納付金額の算出

●医療給付費の見込額から、前期高齢者交付金・普通調整交付金といった

　国の公費を減算し、県としての納付金総額を算出する。

各市町村に配分

●県全体の納付金総額を応能分と応益分に按分し、応能分は所得総額、応

益分は被保険者数及び世帯数により市町村ごとに配分する。

●医療分については、市町村ごとの医療費水準を反映させる。

●制度改革による負担増が一定割合を超える市町村に対しては公費を投入
することで激変緩和措置を講じる。

②樟渠保険料率の算定

標準保険料率の算定に必要な保険料総額の算出

　●市町村ごとの納付金額から、市町村ごとの特別の事情や実績等に応じて

　　交付される公費を減算し、また、保健事業等の市町村独自の取組の費用
　　を加算することで算出する。

標準保険料率の算定

　●上記で算出した保険料総額を標準的な収納率で割り戻し、各市町村の標

　準保険料率を算定する。

③標準保険料率を参考に各市町村か保険料率を決定ぶ



 2020.11.19　第1回村上市国民健康保険運営協議会

　新潟県が算定した令和４年度の事業費納付金の仮算定結果が示されたため、保険税の試算を行ったところ、次のような結果となりました。

　 （令和４年度）

・ 約 百万円 A

・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円 ・ 約 百万円 円

・ 約 百万円 円

・ 約 百万円 円

約 百万円 B ・ 円

約 百万円 円

円

・ 約 百万円 ・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円

・ 約 百万円

約 百万円 C

【必要額】

・ 約 百万円

(A+B-C)

【減算】

保健者支援制度 101

特別調整交付金 45

県繰入金 19

出産育児一時金

(現行) 103,390

(差) △ 4,967

(現行) 143,841

(差) △ 5,889

△ 41差額

【事業費納付金（仮算定）】

計

保険税収納必要額 1,103

特定健診費用

137,952一世帯当たり

1,336

葬祭諸費

319

財政安定化支援事業

36

7

64

計 86

保険者努力支援制度 28

特定健診等負担金 19
過年度保険税収納見込

資料３－１

現行保険税率による収納可能見込額

1,103

1,144

保険税収納必要額

【加算】

11

7

38

10

20保健事業

出産育児諸費

令和４年度　国民健康保険事業費納付金の仮算定結果について

■試算結果

事業費納付金

予備費

標準保険料率

（新潟県算定）
98,423一人当り
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A

※一般被保険者分 ※一般被保険者分

－

H30 R1 R2
106,281 118,012 119,495

－ 11,731 1,483

11.04 1.26

単位：円/%単位：千円/%

前年差 － 92,734 △ 8,353

前年比 － 6.48 △ 0.55

前年差

前年比

一人当り納付金額
H30 R1 R2

納付金額 1,430,098 1,522,832 1,514,479

1,430,098

1,522,832
1,514,479

1,380,000

1,400,000

1,420,000

1,440,000

1,460,000

1,480,000

1,500,000

1,520,000

1,540,000

H30 R1 R2

納付金総額の推移 （本算定結果）
千円

106,281

118,012
119,495

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

H30 R1 R2

一人当り納付金額の推移 （本算定結果）
千円



資料３－２

国民健康保険税税率資料

現行保険税率と標準保険料率（仮算定）との比較

現行保険税率 標準保険料率 比較

所得割（応能） 7.45% 6.87% -0.58%

均等割（応益） 23,000 24,048 1,048

平等割（応益） 16,400 15,928 -472

所得割（応能） 2.80% 2.84% 0.04%

均等割（応益） 12,300 13,871 1,571

所得割（応能） 2.60% 2.01% -0.59%

均等割（応益） 14,600 12,909 -1,691

介護なし 10.25% 9.71% -0.54%

介護あり 12.85% 11.72% -1.13%

介護なし 51,700 53,847 2,147

介護あり 66,300 66,756 456

※標準保険料率は仮算定時のものであり、１月に示される本算定の結果により変更となる場合があります。

R3.11.18　国民健康保険運営協議会資料

介護保険分

応能計

応益計

区　　　分

医療分

後期高齢者医療制度支援分

１．

２．現行税率と標準保険料率（仮算定）での保険税額比較

区　分 現行税率 標準保険料率 比較 増加率

１世帯あたり保険税額 143,841円 137,952円 -5,889円 -4.09%

１人あたり保険税額 103,390円 98,423円 -4,967円 -4.80%



年 月

※　今後、変動する可能性がある

納付金等算定、令和４年度予算編成に係る作業スケジュール

2021/11/18　国保運営協議会

予算査定

R3.11

R3.12

R4.1

R4.2

新潟県 村上市

R4.3

ｄ→e算出に用いる係数作成

過大・過小補正申請準備

必要に応じ修正・本算定結果確定

給付費推計

ｄ→e算出に用いる係数 確定

本算定

本算定結果（速報値） 提示

県・市ともに国保運営協議会に本算定結果を提示

係数等、算定結果確認・検証

所得係数等告示

ｄ→e算出に用いる係数

必要に応じて修正

税率等に係る協議・打合せ （随時）

税率改定及び予算額算定準備

税率確定、予算入力

11/10 財政部会

国保運営協議会
仮算定結果提示

必要に応じて仮算定結果修正・確 退職分基礎ファイル提出

財政部会

退職分基礎ファイル提出

財政部会

財政部会

連携会議
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１ 国民健康保険事業運営の現状 

  本市の事業運営においては、主要財源となる国民健康保険税の収納確保や国・県等の交

付金等の確保に努めているとともに、被保険者への適切な保険給付及び健康の維持増進

と医療費適正化に向けた保健事業を実施し、厳しい財政状況が続いている中で効率の良

い運営に努めているところである。 

歳入における令和２年度の国民健康保険税の収納状況は、表１－１及び表１－２のと

おりである。収納率においては、口座振替勧奨やスマートフォン決済アプリケーションの

活用、徴税吏員による納税相談を活用しての滞納者との接触機会を得るなど、その向上に

努めている。 

  また、新潟県が県内市町村に交付する保険給付等交付金（普通交付金及び特別交付金）

のほか、保険者間調整による過誤納返納金、第三者行為（交通事故等）求償事務による賠

償金等、運営に係る財源の確保に努めている。 

 

《表１－１：国民健康保険税収納率等の推移》 

年度 区分 調定額（円） 収納額（円） 

収納率 収納率（全体） 

率

（%） 
前年比(%) 

率

（%） 
前年比(%) 

H30年度 
現年度課税分 1,082,587,700 1,043,539,091 96.39 0.51 

85.63 1.78 
滞納繰越分 206,978,064 60,727,086 29.34 2.14 

R1年度 
現年度課税分 1,023,923,100 990,250,001 96.71 0.32 

87.71 2.08 
滞納繰越分 157,755,785 46,210,770 29.29 △0.05 

R2年度 
現年度課税分 1,128,128,600 1,093,587,954 96.94 0.23 

90.68 2.97 
滞納繰越分 121,057,582 39,227,586 32.40 3.06 

                                （村上市市税概要より） 

《表１－２：国民健康保険税収納率の対前年度比較》 

科目 令和２年度（10/31） 令和３年度（10/31） 前年同期比 

現年度課税分 37.68％ 39.10％ 1.42％ 

滞納繰越分 22.32％ 20.43％ △1.89％ 

 

  一方、歳出における保険給付関係については表２のとおりである。被保険者数及び医療

給付費用額は減少しているものの高度医療による手術等の影響により、令和２年度の被

保険者１人当たりの医療費は前年度より増加している。 

  また、医療項目別１人当たり費用額は表３のとおりである。令和元年度までの数値では

あるが、入院、歯科、調剤は県平均を上回っており、特に入院費が大きく上回っているの

は、重症化している者が多いものと推測される。 

令和４年度 村上市国民健康保険事業計画書（案） 

資料 ４ 



このような状況から、疾病予防・重症化予防への取り組みとして重要な特定健診の受診

勧奨対策や、医療費通知書・ジェネリック医療費差額通知書の発送等といった保健事業を

実施し、被保険者の健康維持増進、医療費の適正化に向けた取り組みを実施している。 

 

《表２：医療給付費用額と年間平均被保険者数》 

項  目 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

医療給付費用額 5,348,698,364円 5,128,014,381円 5,064,569,673円 

年間平均被保険者数 13,460人 12,999人 12,646人 

１人当たりの医療費 397,377円 394,493円 400,488円 

県平均（１人当たりの医療費） 374,748円 386,978円 ― 

（新潟県国民健康保険事業状況・報告書より） 

※医療給付費用額：診療費、調剤費、食事療養、訪問看護、療養費（補装具、柔道整復師等） 

 

《表３：医療項目別１人当たり費用額》                    （円） 

年度 
村上市（Ａ） 県平均（Ｂ） 

入院 入院外 歯科 診療費計 調剤 入院 入院外 歯科 診療費計 調剤 

29 年度 139,427 116,858 28,335 284,620 87,533 136,157 125,730 25,533 287,420 69,104 

30 年度 152,927 120,705 28,675 302,307 83,336 139,431 129,585 26,024 295,040 67,379 

元年度 150,017 122,856 28,891 301,764 80,974 144,501 133,440 26,519 304,460 69,686 

                     （新潟県国民健康保険団体連合会より） 

年度 
比較（Ａ－Ｂ） 

入院 入院外 歯科 診療費計 調剤 

29 年度 3,269 △8,873 2,801 △2,803 18,429 

30 年度 13,496 △8,880 2,651 7,267 15,957 

元年度 5,516 △10,584 2,372 △2,696 11,288 

 

なお、上記の歳入・歳出の現状から国民健康保険特別会計の決算状況を見ると、表４、表

５のとおりである。 

 
《表４：国民健康保険特別会計・決算額推移》                   （円） 

歳入 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

決算額(円) 
構成比

(%) 
決算額(円) 構成比(%) 決算額(円) 構成比(%) 

国保税 1,104,266,177 16.8 1,036,460,771 16.7 1,132,815,540 18.2 

国・県支出金 4,635,510,970 70.4 4,458,283,538 72.1 4,430,473,617 71.3 

繰越金 342,145,888 5.2 253,255,007 4.1 179,451,867 2.9 

基金繰入金 0 － 0 － 0 － 

その他収入 498,482,683 7.6 438,702,343 7.1 471,585,990 7.6 

歳入決算額 6,580,405,718 100.0 6,186,701,659 100.0 6,214,327,014 100.0 

 

 

 



歳 出 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

決算額(円) 
構成比

(%) 
決算額(円) 構成比(%) 決算額(円) 構成比(%) 

保険給付費 4,514,666,504 71.4 4,324,643,715 72.0 4,310,703,131 72.0 

拠出金・ 

納付金等 
1,444,481,920 22.8 1,526,750,098 25.4 1,515,982,606 25.3 

保健事業費 52,213,064 0.8 49,191,175 0.8 35,962,039 0.6 

その他支出 315,789,223 5.0 106,664,804 1.8 120,788,061 2.0 

歳出決算額 6,327,150,711 100.0 6,007,249,792 100.0 6,214,327,014 100.0 

 

収 支 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

収支差引額 253,255,007円 179,451,867円 230,891,177円 

実質単年度収支 111,109,119円 △73,896,977円 51,439,310円 

※実質収支＝収支差引額－前年度繰越金－財産収入＋基金積立金－基金繰入金 

 

《表５：基金保有額の推移（各年度末）》 

項目 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 

基金保有額 102,318,062円 302,326,018円 302,419,855円 302,484,095円 

※平成 30年度に２億円を繰り入れ。事業費納付金の不足等、国保の財政運営に支障が生じ

る場合は取り崩しをする。なお、利子相当額については毎年積み立てをしている。 

 

２ 国民健康保険事業運営の課題 

被保険者数の減少が続いており、令和２年度末における被保険者のうち、65 歳以上が

7,199人（約 57％）、70歳以上が 3,748人（約 30％）と前年度より増加しており、高齢化

が一層進んでいる。 

なお、被保険者数の減少に加え、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた受診控えも影

響したとみられ保険給付費は減少傾向にあるものの、令和２年度では高度医療による手

術等の影響により、一人当たりの医療費が増加となった。今後、新型コロナウイルス感染

症の感染状況により、医療費にどのような影響を及ぼすかを注視していく必要がある。 

このような状況において国保事業の健全運営のためには、被保険者の健康維持増進及

び医療費の適正化へ更なる取り組みが求められていることから、疾病予防及び重症化予

防に重点を置いた特定健診・特定保健指導の受診率の向上を図っていくほか、未受診者へ

の受診勧奨対策への取組みを強化し、効果的・効率的に保健事業を実施していくとともに、

医療費適正化の側面では効果の大きい第三者行為求償事務にも官民一体となって積極的

に取組む必要がある。 

また、後期高齢者医療制度へ移行する被保険者が多くなってきていることから、令和２

年度から実施している高齢者の保健事業と介護予防との一体的な取り組みを継続し、健

康寿命の延伸のため、制度間に切れ目なく、後期高齢者医療制度に適切に繋いでいく取り

組みも重要である。 

 

 



３ 運営の基本方針 
 

 １（収納率向上対策の推進）                                          ★：重点項目 
  （１）収納担当職員の資質向上、新潟県地方税徴収機構との連携による収納体制の充実・強化 
  （２）収納対策会議を設置し、効果的な収納対策の検討 
  （３）資格証明書・短期保険証の交付による滞納者に対する資格制限と啓発活動の実施 
  （４）一斉更新及び資格証・短期証の交付時期に合わせた集中納税相談の実施と徹底 
  （５）口座振替等の促進と広報の充実★ 
  （６）適正な賦課割合の検証と低所得者に対する負担軽減対応★ 
  （７）円滑な納税交渉による収納の推進 
 

 ２（健全財政の確保） 
  （１）効率的・効果的な収納対策による国民健康保険税の確保★ 
  （２）県が算定する事業費納付金と標準保険料率を踏まえ、実情に応じた適切な税率の検討★ 
  （３）国・県等の交付金や補助金の確保を図り、事業運営に必要、かつ適切な予算の編成 
  （４）事業運営経費の低減と、徴収金等の収入確保 
 
 ３（保健事業の推進） 
  （１）受診しやすい体制づくりや受診勧奨等、健診及び指導内容の充実を図り、特定健診及び特定保健指導の実施率の向上★ 
  （２）重症化予防の取り組みとして、生活習慣を見直す保健指導の実施及び生活習慣病の予防方法とその効果についての啓発活動★ 
  （３）関係機関と連携し、運動習慣の定着化の推進 
  （４）被保険者の疾病の予防、早期発見、早期治療を目的に、人間ドックの受診費用の一部を助成 
  （５）第２期データヘルス計画（保健事業実施計画）に基づく保健事業の推進★ 
  （６）高校生以下の子どもに対し、インフルエンザ予防接種費用の助成 
 
 ４（医療費適正化対策の推進） 
  （１）レセプト点検体制の充実を図り、不適切な過重診療の抑制 
  （２）医療費通知の実施による医療機関への適正受診の啓発 
  （３）患者負担の軽減と医療費抑制を図るため、ジェネリック医薬品に関する情報提供と使用促進★ 
  （４）長期入院者に対する療養型病床あるいは居住系サービス施設や在宅介護サービス利用などの支援 
  （５）重複頻回受診者等の適正受診を目的とした訪問指導の充実 
  （６）第三者行為求償事務の取組み強化による医療費適正化★ 
 

 ５（適用の適正化の推進） 
  （１）被保険者資格の適正化と、過誤調整等による適正な医療費調整 
  （２）適正化月間の設定・推進 
  （３）被保険者の資格情報の適正・適切な管理★ 
 

 ６（広報活動の推進） 
（１） 広報活動の推進 

 

 

 



 

 

項目 １ 

 

収納率向上対策の推進 

 

 

 
実 施 内 容              

 
実 施 方 法                   

 
実 施 体 制           

 
実 施 時 期        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 収納担当職員の資質向上、新潟県

地方税徴収機構との連携による収

納体制の充実・強化 

 

（２）収納対策会議の設置 

 

（３）資格証明書・短期保険証の交付に

よる滞納者に対する資格制限と啓発

活動の実施 

 

（４）一斉更新及び資格証・短期証の交

付時期に合わせた集中納税相談の実

施 

 

（５）口座振替の促進と広報の充実★ 

 

 

 

 

 

（６）適正な賦課割合の検証と低所得者

に対する負担軽減対策★ 

 

（７）円滑な納税交渉による収納の推進 

○各種研修会への参加により職員の資質向上を図るととも

に、新潟県地方税徴収機構と連携し、適正に滞納処分を

行う 

 

○収納対策会議を開催し、資格担当課との連携強化を図る 

 

○短期証・資格証交付時に納税啓発リーフレットを同封す

る 

 

 

○保険証の更新時期に合わせ一斉納税相談を実施する 

 

 

 

○納付書発送時に口座振替の案内文書を同封する 

○資格担当課と連携し、口座振替の拡大を図る 

○コンビニ収納、スマートフォンの決済アプリケーション

により、収納率の向上を図る 

 

 

○保険税の賦課割合、賦課総額の検証を行い、低所得者に

対する負担の軽減を検討する 

 

○実態調査、財産調査等により状況を把握した上での納税

交渉を行う 

○収納目標（一般＋退職）を現年度課税分 97.42％、滞納繰

越分 33.69％とする 

税務課 

保健医療課 

 

 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

通年 

 

通年 

 

 

 

通年 

 

 

 

７月 

通年 

通年 

 

 

 

10月～ 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

実 施 内 容              
 

実 施 方 法                   
 

実 施 体 制           
 

実 施 時 期        

（２）重症化予防の取り組みとして、生

活習慣を見直す保健指導の実施及び

生活習慣病の予防方法とその効果に

ついての啓発活動★ 

 

（３）関係機関と連携し、運動習慣の定

着化の推進 

 

 

（４）被保険者の疾病の予防、早期発

見、早期治療を目的に、人間ドック

の受診費用の一部を助成 

 

 

（５）第２期データヘルス計画（保健事

業実施計画）に基づく保健事業の推

進★ 

 

 

 

 

 

（６）高校生以下の子どもに対し、イン

フルエンザ予防接種の費用助成を行

う 

 

 

○特定健康診査の結果から、重症化予防事業対象者（Ⅱ度

以上高血圧、糖尿病性腎症等）に対して保健師が家庭訪

問を行い、医療機関への受診勧奨や保健指導を行う 

 

 

○運動習慣の定着化のため、総合型地域スポーツクラブと

連携してウォーキングを推奨する「歩こうむらかみプロ

ジェクト」の取組みを行う。 

 

○国民健康保険の被保険者で 40歳～74歳の人に対して人間

ドックの助成を行う 

○助成は年度内１回とし、１万円を限度とする 

○助成は受領委任払いとする 

 

○レセプト・健診情報等を積極的に活用し、ＰＤＣＡサイ

クルに沿った効果的・効率的な保健事業を実施する 

○計画の進捗状況を的確に捉え、計画に定めた評価指標と

目標の達成に向けた保健事業を実施する 

○後期高齢者医療への移行後も保健事業が継続的に受けら

れるよう、介護予防との一体的な取り組みを推進する 

 

 

○高校生以下の子どもに対して、インフルエンザ予防接種

の助成を行う 

○助成は１回目の接種のみで 2,000円とする 

○助成は償還払いとする 

 

保健医療課 

各支所地域福祉室 

 

 

 

保健医療課 

各支所地域福祉室 

各スポーツクラブ等 

 

保健医療課 

各支所地域福祉室 

各医療機関 

 

 

保健医療課 

各支所地域福祉室 

地域包括支援センター 

 

 

 

 

 

保健医療課 

各支所地域福祉室 

各医療機関 

 

通年 

 

 

 

 

６月～２月 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

10月～３月 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

項目 ２ 

 

健全財政の確保 

 

 

 
実 施 内 容              

 
実 施 方 法                   

 
実 施 体 制           

 
実 施 時 期        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 効率的・効果的な収納対策による

国民健康保険税の確保★ 

 

（２） 県が算定する事業費納付金と標準

保険料率を踏まえ、実情に応じた適

切な税率の検討★ 

 

（３） 国・県等の交付金や補助金の確保

を図り、事業運営における適切な予

算編成 

 

（４）事業運営経費の低減と、徴収金等

の収入確保 

○収納率向上対策を推進し、収納率向上に努める 

 

 

○県が算定する事業費納付金の額と標準保険料率を参考に

国民健康保険税の税率を検討する 

 

 

○国保事業の適正な運営のために必要かつ適切な予算編成

を行う 

 

 

○経常経費の削減と事業経営の効率化を図るとともに、適

正な徴収金の確保を図る 

 

税務課 

 

 

保健医療課 

税務課 

 

 

保健医療課 

 

 

 

保健医療課 

 

通年 

 

 

10月～１月 

 

 

10月～１月 

 

 

 

通年 

 

 
 

 

項目 ３ 

 

保健事業の推進 

 

 

 
実 施 内 容              

 
実 施 方 法                   

 
実 施 体 制           

 
実 施 時 期        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）受診しやすい体制づくりや受診勧

奨等、健診及び指導内容の充実を図

り、特定健診・特定保健指導の実施

率の向上★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集団健診・施設健診・個別健診・人間ドック（費用助

成）の選択方式とし、集団健診は日曜日も行う 

○国保被保険者のうち対象者全員に、受診券（兼個人記録

票）を送付し、受診率向上を図る 

○セット健診を実施し、受診者の利便性を図る（特定健診

とがん検診の同時実施） 

○受診率向上に向け、未受診者の受診勧奨を積極的に行う 

○医師会との協力体制の充実を図る  

○保険証の一斉更新時に受診勧奨のチラシを同封する 

○令和４年度目標値を第３期特定健康診査・特定保健指導

実施計画のとおり特定健康診査受診率 57％、特定保健指

導実施率 63％、内臓脂肪症候群該当者及び予備群の減少

率 34.0％（健康むらかみ 21目標値）とする 

保健医療課 

各支所地域福祉室 

健診受託機関 

医師会 

各医療機関 

 

 

 

 

 

 

５月～10月 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

 



 
 

項目 ４ 

 

医療費適正化対策の推進 

 

 

 
実 施 内 容              

 
実 施 方 法                   

 
実 施 体 制           

 
実 施 時 期        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）レセプト点検体制の充実・強化を

図り、不適切な過重診療の抑制 

 

 

 

 

（２）医療費通知の実施による医療機関

への適正受診の啓発 

 

 

 

（３）患者負担の軽減と医療費抑制を図

るため、ジェネリック医薬品に関す

る情報提供と使用促進★ 

 

 

 

 

（４）長期入院者に対する療養型病床あ

るいは居住系サービス施設や在宅介

護サービス利用などの支援 

 

 

 

（５）重複・頻回受診者等の適切受診を

目的とした訪問指導の充実 

 

（６）第三者行為求償事務の取組み強化

による医療費適正化 

○医療事務有資格者を雇用し、単月、縦覧点検を実施する 

○資格照合表・事務点検参考リスト等による点検を行う 

○国保連合会レセプト管理システムとの連携を図る 

○介護保険との給付調整を行うため、介護担当課との連携

を図りながら点検を実施する 

 

○受診状況が確認でき、自己負担のほか医療費全体の内容

等が把握できる通知書を発送する 

○通知書は新潟県国民健康保険団体連合会の共同事業で作

成し、県内統一の取り組みとして啓発の強化を図る 

 

○ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬剤費用の軽減

額をお知らせし、患者の費用負担の軽減を図る 

○通知書は新潟県国民健康保険団体連合会の共同事業で作

成し、県内統一の取り組みとして啓発の強化を図る 

○使用割合を対前年度比で３％増を目的とする 

 （数量シェア 80％） 

 

○長期入院者リストから４か月以上入院している者を抽出

し、在宅介護サービスが可能な場合は在宅に向けた支援

を行う 

○訪問相談の内容により、療養型病院や介護サービス事業

の活用を支援する 

 

○重複・頻回受診者の訪問指導（適正受診指導） 

○柔道整復療養受診者の訪問指導（適正受診指導） 

 

○事業実施体制の強化による意識や専門知識の向上を図る 

○損保関係団体との連携・協力体制の強化を図る 

○新潟県国民健康保険団体連合会による支援事業を有効活   

 用する 

 

保健医療課 

点検員（会任職員）４名 

介護高齢課 

 

 

 

保健医療課 

 

 

 

 

保健医療課 

 

 

 

 

 

 

保健医療課 

介護高齢課 

看護師（会任職員）２名 

 

 

 

保健医療課 

看護師（会任職員）２名 

 

保健医療課 

毎月（100％点検） 

 

 

 

 

 

年１回 

 

 

 

 

年３回 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

通年 

 

 

通年 

 
  ※会任職員…会計年度任用職員 



 
 

項目 ５ 

 

適用の適正化の推進 

 

 

 
実 施 内 容              

 
実 施 方 法                   

 
実 施 体 制           

 
実 施 時 期        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）被保険者資格の適正化と、過誤調

整等による適正な医療費調整 

 

 

（２）適正化月間の設定・推進 

 

（３）被保険者の資格情報の適正・適切

な管理★ 

○異動前医療保険の資格喪失日及び異動後医療保険の資格

取得日を適正に確認するとともに、非該当となる医療費

請求の過誤調整を徹底する 

 

○資格の適正化のため、広報等により周知を図る 

 

○資格情報の取り扱いを適正に行う 

○オンライン資格確認の導入による資格情報及び個人単位

の被保険者番号、個人番号の一元的管理について、国保

連合会等と連携しながら、厳正な管理を行う 

○マイナンバーカードの被保険者証利用についての周知・

広報をする 

 

保健医療課 

 

 

 

保健医療課 

 

保健医療課 

 

通年 

 

 

 

10月（適正化月間） 

 

通年 

 

 

 
 
 

 

項目 ６ 

 

広報活動の推進 

 

 

 
実 施 内 容              

 
実 施 方 法                   

 
実 施 体 制           

 
実 施 時 期        

（１） 広報活動の推進 

 

 

○市報や市ホームページを活用して広報活動の充実を図る 

 

保健医療課 

税務課 

通年 

 

 

 


